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兵庫県 臨時的任用職員（土木職） 採用試験案内 

 

 

 

 

 

 

 

１ 募集内容  

（１）職  種：臨時的任用職員（土木職） 

（２）募集人員：１名 

（３）職務内容： 

 工事設計書の作成、現場の施工管理等業務 

 （簡単な現地測量、図面作成、数量表作成、積算、工事監督（進捗、施工管理など） 

（４）受験資格 

  ア 令和７年４月１日現在で18歳以上の方（年齢の上限はなし） 

  イ 任用の日に兵庫県豊岡土木事務所で勤務可能な方 

ウ 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方 

（ア）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

  なくなるまでの者 

（イ）兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  エ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者（心神耗弱を

理由とするもの以外） 

  オ Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等を使って、文書の作成や表計算資料等作成のできる方 

  カ 建設工事の設計、積算又は施工管理経験のある方 

 

２ 任用期間  

令和７年４月１日から令和７年９月30日まで 

（半年間に限り延長の可能性あり） 

   

３ 勤務条件  

（１）勤務時間：週38時間45分(7時間45分×週5日) 

（２）休憩時間：１時間（12:00～13:00） 

（３）休  日：原則として、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12 月 29 日から同 31 日、 

１月２日、同３日）、その他特に定める日 

（４）休  暇：年次有給休暇は任期に応じて年間最大20日間となります(引き続き更新され

た場合、繰り越されます)。その他、夏季休暇等任用条件に応じた各種休暇・

休業制度(有給・無給)の適用があります。 

（５）月額給与： 

   給料は、行政職１級の給料表が適用されます。行政機関、民間企業等での経歴に応じて

加算される場合があるほか、給与改定によって給料月額が変わることがあります。 

受付期間：令和７年３月７日（金）～令和７年３月11日（火）［必着（郵送、持参）］ 

試 験 日：令和７年３月中旬 

※書類選考通過者に別途連絡します。 

勤務場所：兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所（豊岡市幸町7-11 兵庫県豊岡総合庁舎） 
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区 分 月   額 

高 校 卒 203,058円(給料月額194,500円、地域手当8,558円[4.4%])～ 

大 学 卒 235,526円(給料月額225,600円、地域手当9,926円[4.4%])～ 

上 限 269,456円(給料月額258,100円、地域手当11,356円[4.4%]) 

 

（６）諸 手 当：扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等がそれぞ

れの規定によって支給されます。 

（７）社会保険：地方職員共済組合（短期）及び厚生年金保険に加入 

（８）賃金支払：毎月16日支払い 
 
４ 勤務地  

兵庫県豊岡市幸町7-11 

兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所 
          
５ 申込期限  

令和７年３月11日（火）必着 
 
６ 申込方法  

（１）採用選考申込書兼職務経歴書に必要事項を記入し、写真を貼って、封筒の表に「臨時的

任用職員申込書在中」と朱書きの上、８の提出先まで郵送又は持参してください。  
 
         
７ 選考方法  

（１）選考方法：所定の応募書類及び面接試験による選考 

（２）面接日時：令和7年3月中旬 

※面接試験は応募書類による審査を通過した方に実施します。 

面接試験の日時や場所は、書類選考通過者に別途お知らせします。 

（３）面接場所：豊岡総合庁舎内の会議室 

        ※面接日時とあわせて対象者に通知します。 
 
８ 問い合わせ・受験申込書等 提出先  

  兵庫県 豊岡土木事務所 工事業務課（担当：吉村） 

〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11（兵庫県豊岡総合庁舎3階） 

  TEL：0796-26-3739 


